
提

出

者

古

本

伸

一

郎

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日
提
出

質

問

第

一

四

三

号

所
得
税
法
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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所
得
税
法
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

所
得
税
の
定
率
減
税
の
廃
止
を
含
む
『
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
』
が
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
が
、
定
率
減

税
は
平
成
十
一
年
四
月
施
行
の
、
『
経
済
社
会
の
変
化
等
に
対
応
し
て
早
急
に
講
ず
べ
き
所
得
税
及
び
法
人
税
の
負
担
軽
減
措

置
に
関
す
る
法
律
』
に
基
づ
き
導
入
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

同
法
の
趣
旨
と
し
て
『
（
前
略
）
こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
た
後
の
我
が
国
経
済
の
状
況
等
を
見
極
め
つ
つ
抜
本
的
な
見
直

し
を
行
う
ま
で
の
間
、
所
得
税
法
及
び
法
人
税
法
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
』
と
謳
っ
て
あ
る
。
そ
こ
で
、
抜
本
的
な

見
直
し
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
お
尋
ね
す
る
。

二

ま
た
、
所
得
税
の
定
率
減
税
の
廃
止
に
際
し
、
法
の
趣
旨
を
鑑
み
れ
ば
、
ど
の
点
が
『
抜
本
的
な
見
直
し
』
の
措
置
を
講

じ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
の
か
、
お
尋
ね
す
る
。

そ
の
際
、
平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
歳
入
計
画
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
部
分
に
抜
本
的
な
見
直

し
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
れ
ば
い
い
の
か
、
お
尋
ね
す
る
。

三

か
か
る
増
税
財
源
の
使
途
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
十
二
月
の
『
平
成
十
七
年
度
の
予
算
・
税
制
に
係
る
合
意
』
、
同
、

一



平
成
十
八
年
度
の
合
意
が
、
其
々
、
与
党
政
調
会
長
に
て
合
意
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
を
す
る
が
、
そ
の
事
実
の
存
否
に

つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

四

そ
の
際
、
『
税
収
額
か
ら
（
中
略
）
基
礎
年
金
国
庫
負
担
額
に
加
算
』
と
取
り
決
め
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
の

間
の
累
計
で
の
繰
り
入
れ
実
績
と
、
今
後
の
充
当
予
定
額
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

五

ま
た
、
所
得
税
の
ご
と
く
、
使
途
を
特
定
し
な
い
、
所
謂
一
般
税
に
お
け
る
税
制
改
正
に
伴
う
税
収
額
を
、
特
定
の
費
目

に
充
当
す
る
事
を
予
め
約
束
す
る
行
為
に
関
し
、
そ
の
根
拠
法
な
ら
び
に
、
過
去
の
事
例
、
そ
の
妥
当
性
の
判
断
根
拠
に
つ

い
て
、
お
尋
ね
す
る
。

六

ま
た
、
国
民
基
礎
年
金
の
未
納
者
が
四
百
万
人
を
超
え
る
異
常
事
態
と
な
る
中
、
社
会
保
険
庁
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
未
納

者
の
多
く
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
経
済
的
な
負
担
を
挙
げ
て
い
る
が
、
今
般
の
所
得
税
定
率
減
税
の
廃
止
に
伴
い
、
年
金
未

納
問
題
の
自
立
的
回
復
を
阻
害
す
る
恐
れ
は
な
い
か
、
お
尋
ね
す
る
。

七

平
成
十
八
年
一
月
よ
り
、
既
に
決
定
さ
れ
た
定
率
減
税
の
縮
減
分
に
つ
い
て
、
給
与
所
得
者
に
あ
っ
て
は
一
月
分
の
給
与

所
得
よ
り
引
き
去
り
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
今
回
の
定
率
減
税
の
廃
止
決
定
に
よ
り
平
成
十
九
年
一
月
よ
り
、
今
回

の
廃
止
分
の
引
き
去
り
も
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

二



こ
の
間
の
、
定
率
減
税
の
縮
減
・
廃
止
に
伴
う
、
平
均
的
な
世
帯
構
成
、
所
得
層
に
お
け
る
家
計
に
与
え
る
負
担
額
と
、

可
処
分
所
得
の
減
少
額
に
つ
い
て
、
そ
の
見
込
み
額
を
お
尋
ね
す
る
。

八

そ
の
際
、
個
人
消
費
や
消
費
の
予
定
に
与
え
る
影
響
如
何
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
す
る
。

九

ま
た
、
所
得
税
の
定
率
減
税
は
、
個
人
消
費
を
は
じ
め
と
す
る
景
気
動
向
に
よ
っ
て
は
、
再
び
、
導
入
さ
れ
る
可
能
性
は

あ
る
の
か
、
お
尋
ね
す
る
。

十

政
府
が
、
所
得
税
の
定
率
減
税
の
縮
減
・
廃
止
の
判
断
に
至
る
経
緯
と
し
て
、
政
府
税
調
に
よ
っ
て
平
成
十
七
年
度
、
及

び
平
成
十
八
年
度
の
『
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
』
に
お
い
て
『
見
合
い
の
財
源
な
し
に
、
毎
年
三
兆
数
千
億
円
と
い
う
規

模
で
継
続
さ
れ
て
き
て
い
る
』
、
『
こ
の
減
税
は
見
合
い
の
財
源
な
し
に
将
来
世
代
の
税
負
担
に
よ
り
毎
年
継
続
さ
れ
て
き

て
い
る
』
と
、
其
々
示
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
法
改
正
に
伴
う
税
収
増
は
、
ど
の
程
度
と
見
込
ま
れ
る
の
か
、
お
尋
ね
す

る
。

十
一

こ
の
際
、
平
成
十
八
年
度
歳
入
計
画
立
案
時
に
お
い
て
、
文
字
通
り
見
合
い
の
財
源
が
確
保
さ
れ
る
訳
で
あ
り
、
ど
の

程
度
、
新
規
国
債
発
行
の
抑
制
額
と
し
て
織
り
込
ま
れ
た
の
か
、
見
合
い
の
財
源
を
確
保
さ
れ
た
結
果
の
反
映
如
何
に
つ
い

て
、
お
尋
ね
す
る
。

三



以
上
、
所
得
が
ガ
ラ
ス
張
り
と
な
っ
て
い
る
全
国
の
給
与
所
得
者
へ
の
真
摯
な
回
答
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

右
質
問
す
る
。

四


